
資料８

社会・援護局関係主管課長会議資料

平成２９年３月２日（木）

文部科学省高等教育局学生・留学生課



対
象 私立自宅外生 

児童養護施設 
退所者等 

大学、短期大学、高専(4・5年) 
専門学校の学生・生徒 
（高校３年次に予約採用） 

給 
付
基
準 

【学力・資質】 

十分に満足で
きる高い学習
成績を収めて
いる 
 
 
【家計】 

住民税非課税
世帯 

【学力・資質】 

大学等における 
学修に意欲があ
り、進学後に特に
優れた学習成績
を収める見込み 
 
【家計】 

－ 

【学力・資質】 

各高校等が定める基準に基づき推薦 
（成績基準の目安等はガイドライン※を作成） 
 

※以下のいずれかの要件を満たす者から推薦 
①十分に満足できる高い学習成績を収めている 
②教科以外の学校活動等で大変優れた成果、教
科の学習で概ね満足できる成績を収めている 

 

※社会的養護を必要とする学生への配慮 
 

【家計】 

・住民税非課税世帯 

給
付 
月
額 

４万円 ①国公立３万円 
②私 立 ４万円 
 

①国公立（自宅）   ２万円 
②国公立（自宅外） ３万円 
③私  立（自宅）   ３万円 
④私  立（自宅外） ４万円 

 大学等奨学金事業の充実  

給付型奨学金制度の創設 

 

 経済的な理由で進学を断念せざるを得ない生徒の進学を後押し 
 

 特に経済的に厳しい者（私立自宅外生，児童養護施設退所者等）
を対象に２９年度から先行実施。本格実施は３０年度から。 
 

※ 進学後の学業状況を毎年度確認し、学生の努力を促す仕組みを導入 
 

※ (独)日本学生支援機構に基金を造成して制度を安定的に運用 

平成29年度 
先行実施 

平成30年度 
本格実施 

予算額・対象規模 

 

非課税世帯学生について、成績基準を実質的に撤廃 

給付対象者以外の進学者も、無利子奨学金の貸与対象に（約２万人） 
 

貸与基準を満たしているにもかかわらず、 

  貸与を受けられなかった者（残存適格者）を解消 

  予算上の制約から貸与できなかった者が約２．４万人(H28年度) 
 

卒業後の所得に応じた返還月額を設定できる 

  所得連動返還型制度を導入 最低返還額は２千円から 

～平成２９年度予算案及び文部科学省給付型奨学金制度検討チームまとめ～ 

区分 給付人員 所 要 額 

給付型 
（先行実施時） 

約２８００人 
１５億円 

（29年度は基金として７０億円を措置） 

＜平成２９年度所要額（給付型奨学金）＞ 

※ 本格実施後の予算規模（予定） 約２２０億円 

給付型奨学金 無利子奨学金 

進学者 ２万人【新規】※ 
（本格実施時） 

進学者 １５．１万人 
（平成２８年度１０．７万人） 

＜対象規模（一学年あたり）＞ 

※ 給付型の対象規模は非課税世帯の奨学金受給者４．５万人の半数程度 

【給付型奨学金の学校推薦枠の割り振り方法】 

各高校等に１人を割り振った上で、残りの枠の数を 
各高校等の非課税世帯の奨学金貸与者数を基に配分 

無利子奨学金の大幅な充実 

対象
拡大 

※児童養護施設退所者等には入学金相当額(24万円)を別途給付 
※国立で授業料減免を受けた場合は減額 
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入学時の負担をサポート 

 日本学生支援機構（JASSO）「給付型奨学金」（給付） 

        ・児童養護施設退所者等に対し、一時金として24万円を給付 

 JASSO「入学時特別増額貸与奨学金」（有利子）      

 都道府県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付」（無利子） 

 都道府県等「母子父子寡婦福祉資金貸付金」（無利子） 

給付型奨学金の創設 (H29～先行実施） 

対象：非課税世帯で一定の学力・資質要件を満たす学生 

 在籍する高校長による推薦 

  （H29は私立・自宅外生と児童養護施設退所者等のみを対象） 

 給付額：月額２～４万円（国公私別や通学形態による） 

低所得世帯は、無利子奨学金の成績基準を実質的に撤廃 
 従来の要件（評定平均値3.5以上）を満たさなくても借りられます。 

基準を満たす全ての希望者に無利子奨学金を貸与 

 貸与基準を満たす希望者全員が無利子奨学金を借りられるよう、事業

規模を大幅に拡充します。 

有利子奨学金の貸与利率の下限引き下げ 

 （従来）下限0.1% → （見直し後）0.01% 
 市場の低金利の恩恵を受けやすくし、返還利子負担を軽減します。 

新たな所得連動返還型奨学金制度の導入 
 返還月額が卒業後の所得に連動する「所得連動返還型奨学金制度」

を導入します（H29新規貸与者より）。 
 
 
 
 
 

   
 

低所得者向け減額返還制度の拡充 

 返還が困難な方は、最長10年間、返還月額を１/２に減額します。 
 さらに減額幅を大きくする制度改正も検討中です。 

「スカラシップ・アドバイザー（仮称）」の養成・認定・派遣／相談窓口の設置 
 学生や保護者が奨学金を正しく理解し、安心して利用できるよう、高校等に「スカラシップ・アドバイザー（仮称）」を派遣。

分かりやすい資料の作成・配付や相談窓口の設置、制度の周知ときめ細かな学生サポートを行います。 

相談窓口の設置など 
情報提供を強化 

進学をあきらめない！～多様なメニューで進学を後押し～ 安心の返還プラン！～負担軽減策の大幅拡充～ 

～一億総活躍社会実現のための奨学金事業の大幅拡充～ 

趣 
旨 

①意欲と能力ある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよう、進学を後押しします。 
②誰もが安心して返還できるよう、支援を充実します。 
③安心して奨学金を利用するための情報提供と相談体制を充実します。 

最低返還月額  

2,000円～ 
 (年収144万円以下の場合) 

※事情により返還できない場合は、奨学金の返還期限を先延ばしにできる 
 「返還期限猶予制度」もあります。 

高等教育進学サポートプラン 

新 

新 

新 

新 

新 

大学授業料等の全部又は一部を免除 
 低所得世帯など一定の家計・学力基準を満たす学生について、授業

料等の全額又は一部が免除されます。（基準等は各大学によって異なり

ますので、詳しくは各大学の情報をご確認ください。） 

※日本学生支援機構のウェブサイト 
 （http://www.jasso.go.jp/about/statistics/shogaku_dantaiseido/index.html）に 

 おいて、各大学・地方公共団体・民間等奨学金事業実施団体等の 
  各種奨学金制度について、情報を検索することができます。 
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無利子奨学金を借りる方には、H29入学者から、 

     所得連動返還型の制度が始まります 

 返還月額が卒業後の所得に連動する「所得連動返還型奨学金制度」
を選択することができます。 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

低所得者向け減額返還制度が拡充されます 

 返還が困難な方は、最長10年間、返還月額を１/２に減額します。 
 さらに減額幅を大きくする制度改正も検討中です。 

低所得世帯対象に、Ｈ２９入学者から、 

  給付型奨学金の制度が創設されます 

 対象：非課税世帯で、一定の学力・資質要件を満たす学生 

     H29年度は私立・自宅外生と児童養護施設退所者等 

     ※推薦基準等の詳細は、後日JASSOからお知らせいたします。 

  給付額：月額４万円（年額４８万円） 

   ・児童養護施設退所者等に対し、一時金として24万円を給付 

 

 

 

  

進学をあきらめない！～多様なメニューで進学を後押し～ 安心の返還プラン！～負担軽減策の大幅拡充～ 

有利子奨学金を借りる方には、 

     貸与利率の下限が引き下げられます 

 （従来）下限0.1% → （見直し後）0.01% 
 市場の低金利の恩恵を受けやすくし、返還利子負担を軽減します。 

卒業後の返還月額は、例えば月額5.4万円（※）借りた場合、 
 従来の14,400円が → 最低2,000円 からになります  
                          (注：年収144万円以下の場合) 

（※）私立・自宅生の場合 

機関保証料率（現行0.693%）の 
引き下げも検討中です。  給付の開始は進学後になります。入学手続き時の必要資金には、下記の仕

組みを活用できます。 
    ・JASSO「入学時特別増額貸与奨学金」（有利子）      
    ・都道府県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付」（無利子） 
    ・都道府県等「母子父子寡婦福祉資金貸付金」（無利子） 

平成２９年度に大学等への進学を予定している皆さんは、 

以下の制度が利用できます。 

低所得世帯対象に、H29入学者から 

     無利子奨学金の成績基準が撤廃されます 

 従来、評定平均値3.5以上を要件としていた無利子奨学金の成績基準
を、低所得世帯の学生について実質的に撤廃。必要とするすべての学
生が受給可能となります。 

貸与基準を満たす全ての希望者が、無利子奨学金を借りられます 
 従来は、貸与基準を満たしていても無利子奨学金を借りられない場合

がありましたが、新規貸与人員を増やし、全ての希望者が借りられる
ようになります。 

大学授業料等の全部又は一部が免除されます 
 低所得世帯など一定の家計・学力基準を満たす学生について、授業

料等の全額又は一部が免除されます。（基準等は各大学によって異なり

ますので、詳しくは各大学の情報をご確認ください。） 

必要な情報は、日本学生支援機構（JASSO）
ホームページへ ↓   

 
http://www.jasso.go.jp/shogakukin

/index.html  
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低所得世帯対象に、給付型奨学金の制度が創設されます 

 対象：非課税世帯で、一定の学力・資質要件を満たす学生。 

 在籍する高校長による推薦 

    ※推薦基準等の詳細は、後日JASSOからお知らせいたします。 

 給付額：月額２万円（国立・自宅） 
             ３万円（国立・自宅外／私立・自宅） 
                 ４万円（私立・自宅外） 

   ・児童養護施設退所者等には別途24万円の入学一時金 

 給付規模：進学者２万人 
 

 
 
 
 

低所得世帯対象に、H29入学者から 

     無利子奨学金の成績基準が撤廃されます 

 従来、評定平均値3.5以上を要件としていた無利子奨学金の成績基準
を、低所得世帯の学生について実質的に撤廃。必要とするすべての学
生が受給可能となります。 

貸与基準を満たす全ての希望者が、無利子奨学金を借りられます 
 従来は、貸与基準を満たしていても無利子奨学金を借りられない場合

がありましたが、新規貸与人員を増やし、全ての希望者が借りられる
ようになります。 

有利子奨学金を借りる方には、 

     貸与利率の下限が引き下げられます 

 （従来）下限0.1% → （見直し後）0.01% 
 市場の低金利の恩恵を受けやすくし、返還利子負担を軽減します。 

無利子奨学金を借りる方には、H29入学者から、 

     所得連動返還型の制度が始まります 

 返還月額が卒業後の所得に連動する「所得連動返還型奨学金制度」
を選択することができます。 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

低所得者向け減額返還制度が拡充されます 

 返還が困難な方は、最長10年間、返還月額を１/２に減額します。 
 さらに減額幅を大きくする制度改正も検討中です。 

必要な情報は、日本学生支援機構（JASSO）ホームページへ ↓   
 http://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html 

進学をあきらめない！～多様なメニューで進学を後押し～ 安心の返還プラン！～負担軽減策の大幅拡充～ 

 給付の開始は進学後になります。入学手続き時の必要資金には、下記の仕
組みを活用できます。 
    ・JASSO「入学時特別増額貸与奨学金」（有利子）      
    ・都道府県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付」（無利子） 
    ・都道府県等「母子父子寡婦福祉資金貸付金」（無利子） 

卒業後の返還月額は、例えば月額5.4万円（※）借りた場合、 
 従来の14,400円が → 最低2,000円 からになります  
                          (注：年収144万円以下の場合) （※）私立・自宅生の場合 

機関保証料率（現行0.693%）の 
引き下げも検討中です。 

～一億総活躍社会実現のための奨学金事業の大幅拡充～ 高等教育進学サポートプラン 

大学授業料等の全部又は一部が免除されます 
 低所得世帯など一定の家計・学力基準を満たす学生について、授業

料等の全額又は一部が免除されます。（基準等は各大学によって異なり

ますので、詳しくは各大学の情報をご確認ください。） 

必要な情報は、日本学生支援機構（JASSO）
ホームページへ ↓   

 
http://www.jasso.go.jp/shogakukin

/index.html  

平成３０年度に大学等への進学を予定している皆さんは、 

以下の制度が利用できます。 
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◆日本学生支援機構 
 「給付型奨学金」【給付】 
 ・対象：非課税世帯 
 ・金額：月額2～4万円 

◆日本学生支援機構 
 「第一種（無利子）奨学金」 
 ・対象：一定の家計・学力基準を満たす者 
 ・金額：月額3～6.4万円 

◆日本学生支援機構 
 「第二種（有利子）奨学金」 
 ・対象：一定の家計・学力基準を満たす者 
 ・金額：月額3～12万円（選択可） 

◆国立大学・私立大学の授業料減免等 
 ・対象：一定の家計・学力基準を満たす者 
     （各大学により異なる） 
 ・人数：国立6.1万人、私立5.8万人（H29予算案） 
      ※大学院生を含む 

 ・金額：授業料等の全額/半額/一部免除等 
     （各大学により異なる） 
 

◆都道府県社会福祉協議会 
 「生活福祉資金貸付（教育支援資金）」【無利子】 
 ・対象：同左  
 ・金額：月額最大9.75万円（大学の場合） 
 （機構の奨学金優先。不足する場合のみ上乗せ利用可。） 

◆都道府県等 「母子父子寡婦福祉資金貸付金 
 （修学資金）」 【無利子】 
 ・対象：同左 
 ・金額：月額6.75～9.6万円以内 

入学時 在学中 卒業後 

入学時から卒業後に渡るきめ細かい支援により、誰もが安心して大学等で学べる環境をつくります。 

大学等進学を後押しする国の政策パッケージ 

◇これらの他、大学等に進学する児童養護施設退所者
等を対象とする自立支援資金貸付制度（生活費、家賃
支援等）があります。 

◆日本学生支援機構 
 「給付型奨学金」【給付】 
 ・対象：児童養護施設退所者等 
 ・金額：24万円 

◆日本学生支援機構 
 「入学時特別増額貸与奨学金」 【有利子】 
 ・対象：低所得世帯 
 ・金額：10/20/30/40/50万円より選択 

◆都道府県社会福祉協議会 
 「生活福祉資金（教育支援資金）貸付 
 （就学支度費）」【無利子】 
 ・対象：非課税世帯相当 
 ・金額：入学金相当（50万円以内） 
 ◎問合せ先：お住まいの市区町村の社会福祉協議会等 

◆都道府県等「母子父子寡婦福祉資金貸付金  
 （就学支度資金）」 【無利子】 
 ・対象：母子・父子家庭等 
 ・金額：入学に際し必要な経費（37～59万円以内） 
 ◎問合せ先：お住まいの都道府県・指定都市・中核市の   
         福祉担当部局 

 

◆日本学生支援機構 
 「第一種（無利子）奨学金」 
 ⇒卒業後の本人の所得に連動して返還月額を 
   設定する「所得連動返還型」を利用可  
   ・返還月額：本人所得の9％ 
           （最低月額2,000円） 
  ＊平成29年度新規貸与者より適用 

 
◆日本学生支援機構 
 「第二種（有利子）奨学金」 
 ⇒返還利率は国の財投資金借入金利に連動して 
       変動（下限0.01%～上限3%）。利率固定方式と 
       利率見直し方式のいずれかを選択可能。 
 
◆日本学生支援機構 
 「第一種、第二種奨学金」（共通） 
 ⇒減額返還制度（最長10年間、返還月額を１／２ 
     に）、返還期限猶予制度（最長10年間、経済困 
        難等の事由による）によるセーフティネットあり。 
  ＊減額返還制度については減額幅の更なる拡充を 
        検討中。 
 

◇日本学生支援機構のウェブサイト 
（http://www.jasso.go.jp/about/statistics/shogaku_danta
iseido/index.html）において、各大学・地方公共団体・民
間等奨学金事業実施団体等の各種奨学金制度につい
て、情報を検索することができます。 
 

◇上記のほか、地方公共団体が行う地方定着促進のた
めの無利子奨学金返還免除の仕組みがあります。平成
28年12月現在18道府県等で実施しています。 
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/chihoshien/sosei/ind
ex.html 
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